
















 平泉町では、令和４年度から森林経営管理制度による集積計画の作成を進めており、令和５年度から集積計画に基づき町の管理事業に
より間伐を開始した。

 対象地の多くは条件不利地であり、景観保全など森林の公益的機能を発揮させるための切捨間伐を実施。

□ 事業内容
• 令和６年度は下記の事業を委託により実施した。

経営管理権受託森林間伐業務
【事 業 費】5,027千円（うち譲与税4,708千円）
【実 績】令和５年度までに集積計画を作成した森林のうち、

10.96haにおいて切捨間伐を実施した。

岩手県 平泉町（集積計画に基づく森林整備の実施）森林整備

（現地調査（間伐前）） （間伐後）

• 当町では森林環境譲与税の譲与額が少額であることから、使途を限
定して効率的に活用していく必要がある。そのため、集積計画の作
成とそれに基づく間伐を重点的に実施することとして業務を進めて
いる。

• 令和６年度は上記事業のとおり、集積計画を作成した森林における
間伐を進め、森林環境の改善を図った。

□ 取組の背景

（間伐後）

◇ 基礎データ

※１：「2020農林業センサス」より、※２： 「R2国勢調査」 より

②私有林人工林面積（※１）：795ha①令和６年度譲与額：4,708千円

⑤林業就業者数（※２）：2人④人口（※２）：7,252人③林野率（※１）：48.4％

□ 工夫・留意した点
• 町が独自に導入しているGISに各業務の進捗を入力し実行管理を

行った（意向調査結果、現地調査結果、集積計画作成状況、森林
整備実施状況など）。

• 間伐箇所については、林内環境の改善が必要な森林のほか、世界
遺産のコアゾーンとなっている中尊寺及び毛越寺周辺の景観等の
改善が必要な森林においても実施した。

• 針広混交林かつ下層植生が繁茂している状態を目標とし、間伐に
際しては広葉樹を極力残しながら実施した。

□ 取組の効果
• 現地調査結果を踏まえ、令和６年度中に集積計画を２件45.24ha

（うち人工林38.74ha）作成しており、引き続きの森林整備が見
込まれる。

• これまでに集積計画を作成した森林のうち、累計17.57haにおい
て間伐を実施し、森林環境が改善した。
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□ 事業内容
ICTを活用した私有林の整備
• 令和５年度に集積計画を作成した地区の私有林について、測量、

選木、切捨間伐を一貫作業として業務委託を行った。

【実 績】 間伐面積 11.36ha、周囲測量 1,600m
間伐率 約３割

【事 業 費】 4,520千円（全額譲与税）

 新潟市では、森林所有者の高齢化や不在地主の増加等により、適切な管理が困難な森林の増加が課題となっていることから、森林経営
管理制度による森林整備を推進している。

 令和６年度は、集積計画を作成した地区の私有林について、間伐を実施。発注数量等を算出する際には、リモートセンシングによる森
林資源解析結果を活用し省力化・効率化を図った。

新潟県 新潟市（ＩＣＴを活用した私有林の整備）森林整備

（施業班別伐採本数位置図）

◇ 基礎データ

※１：「2020農林業センサス」より、※２： 「R2国勢調査」 より

②私有林人工林面積（※１）：2,353ha①令和６年度譲与額：108,981千円

⑤林業就業者数（※２）：54人④人口（※２）：789,275人③林野率（※１）：7.5％

（間伐前）

• 地域柄、降雪までの期間に集中して森林
整備を進める必要があり、作業期間の十
分な確保が課題であった。

□ 工夫・留意した点
• 発注数量等を算出するにあたり、令和２

年度に実施したリモートセンシングによ
る森林資源解析結果を活用。

• 森林総合研究所の収量比数計算プログラ
ムを使用して、収量比数を指標として施
業番号ごとに適正伐採本数を算定した。

□ 取組の背景
• 傾斜が急、路網からの距離が遠い、小面積など、森林経営が成り

立たずに⾧期間整備されていない森林が多いため、災害防止の観
点から森林整備を進める必要がある。

□ 取組の効果
• 林分全体の状況を正確に捉えるため、本来であればプロット地点の

設定には調査者の熟練が必要だが、リモートセンシングデータの解
析によりプロット調査の省略が可能となった。

• プロット調査を省略したことで、委託期間の短縮及び金額の減につ
なげることができた。

（間伐後）
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 南三陸町では森林所有者の高齢化等により、管理が行き届いていない荒廃森林の増加が課題となっている。
 このため、森林経営管理制度を活用した森林整備を推進するため、町内にモデルケースを設定し、町全体におけるスキーム構築を図る

こととした。
 令和６年度には、森林経営管理制度を活用した私有林の森林整備（切捨間伐）を実施した。

□ 事業内容
1 集積計画に基づく森林整備を実施

集積計画を作成した森林において、森林整備（切捨間伐）を行った。
【事業費】7,810千円（全額譲与税）
【実 績】間伐面積 14.78ha（スギ、ヒノキ、広葉樹）

2 意向調査及び集積計画作成の実施
地域林政アドバイザー等を活用し、意向調査、現地調査及び集積計

画の作成や、同意取得や標準地調査を行った。また、町・地域林政ア
ドバイザー・県合同で定例会（月１回）を開催しており、集積計画作
成に向けて、関係者間で意思疎通を図りながら取り組んでいる。

宮城県 南三陸町（森林経営管理制度を活用した森林整備）森林整備

（間伐前） （間伐後）

• 町内には森林所有者による適切な森林管理が行われず、放置され
ている荒廃森林が多数存在している。

• 現状、モデルケースによる集積計画作成を進めているが、将来的
に町全体の意向調査を進める場合、森林経営管理制度の事務を担
う町職員と、森林整備を担う地元林業事業体等のマンパワー不足
が懸念される。

□ 取組の背景

◇ 基礎データ

※１：「2020農林業センサス」より、※２：「R2国勢調査」 より

②私有林人工林面積（※１）：4,984ha①令和６年度譲与額：37,715千円

⑤林業就業者数（※２）：41人④人口（※２）：12,225人③林野率（※１）：76.5％

□ 工夫・留意した点
• 市町村森林整備事業を実施する前段として、意向調査について

は、町全体を一度に実施するのではなく、町を４地域（戸倉・
志津川・入谷・歌津）に区分し、各地域にモデルケースとして
集積計画を作成することで、町全体の将来的な集積計画作成に
向けたスキームの構築と問題点などの洗い出しを行うこととし
た。

• 地域林政アドバイザーは、地元森林所有者などの情報に精通し
ている森林組合職員へ委託しており、GISデータを活用した解
析や資料作成に精通している地元林業事業体と連携して取り組
むことで、互いの強みを活かし効率的に進めることとした。

□ 取組の効果
• モデルケースとして１地区（戸倉42.35ha）の集積計画作成は

完了済であり、市町村森林整備事業（切捨間伐 累計24.88ha）
を実施することができた。

• 定例会において、１地区目の反省点や改善点を洗い出し、２地
区目（志津川）の集積計画の年度内作成にフィードバックする
ことができた。また、町全体の整備方針についても定例会で検
討する見込みである。
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山形県 天童市（集積計画による間伐の実施）

 天童市では、近年の林業の採算性の悪化や森林所有者の高齢化などから、荒廃森林が増加しており、こうした森林の整備が課題となって
いる。そこで、本市では、森林の有する防災・減災の機能が最大限発揮できるよう、森林所有者による施業が困難な森林を中心に、森林
経営管理制度の適切な運用を通じて整備を進めていくこととしている。

 令和４年度は、土砂災害警戒区域等を優先してモデル地区の選定、森林所有者への意向調査及び結果取りまとめ等を実施。令和５年度は、
現地調査、測量調査及び森林所有者の同意取得を行い、集積計画を作成した。

 令和６年度においては、集積計画に基づく森林整備（切捨間伐）を実施し、あわせて次の地区を選定して意向調査を行った。

□ 事業内容
森林経営管理制度間伐業務委託
• モデル地区に選定して取り組んできた田麦野地域の一部について、

集積計画により切捨間伐を実施（業務委託）。
【事 業 費】2,090千円（全額譲与税）
【実 績】集積計画による間伐実施森林面積7.29ha

（間伐業務委託完了検査）

• 市の森林経営管理制度実施方針を策定し、当該方針に基づき、モ
デル地区を選定して取組を進めることとした。

• モデル地区4.45haにおいて意向調査を実施。その結果を受けて、
現地調査や境界確認等を行い、市への委託希望森林面積を確定し、
令和６年４月に7.29haについて集積計画を作成した。

◇ 基礎データ

※１：「2020農林業センサス」より、※２：「R2国勢調査」 より

□ 取組の効果

（意向調査、制度説明会）

□ 取組の背景

□ 工夫・留意した点

②私有林人工林面積（※１）：746ha①令和６年度譲与額：11,762千円

⑤林業就業者数（※２）：8人④人口（※２）：62,140人③林野率（※１）：33.3％

• 防災・減災機能の発揮のため、土砂災害警戒区域等対象森林から
優先して取り組むこととした。

• 意向調査にあたっては、地域のまとめ役を担う人材がいることに
加え、多くの森林所有者が在村している点に留意した。また、調
査票と回答用紙は、回答者の負担軽減と回答率の向上等を考慮し、
一体として構成した。

• 森林所有者への説明にあたっては、森林経営管理制度の理解を醸
成するため、パンフレット等の資料を配布するとともに、市と業
務受託者の２者が分担して行った。

• 森林整備（切捨間伐）まで実施したことで、森林経営管理制度の
一連の取組を行うことができた。

• 令和６年度末に実施した２回目となる意向調査の対象者の中に、
前年度の集積計画で間伐まで実施した所有者がおり、説明会にお
いて、本取組の利点を話してもらえたことにより、他の所有者の
理解促進につながった。

• 説明会の参加状況から、経営管理に関する市への期待や関心の高
さが窺われた。
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 富士川町では、適切な施業が行われていない森林が増加しており、森林の公益的機能の低下が課題となっている。
 このため、森林経営管理制度を活用し、森林所有者による管理が困難な私有林について、集積計画を作成した上で、森林整備を行った。

□ 事業内容
森林経営管理制度業務委託
• 意向調査の再調査

（令和６年度までの未回答者や回答不備等に対する再調査）
• 集積計画の作成
• 測量・積算

【事 業 費】3,080千円（全額譲与税)
【実 績】14筆（3.09ha）の森林の集積計画を作成、

うち７筆（0.78ha）について、測量・積算を実施。
※間伐は、別の事業で実施

山梨県 富士川町（森林経営管理制度に基づく取組）森林整備

（集積計画） （標準地調査）

• 森林所有者による施業が困難な森林について、公益的機能の回復
のためにも、町で経営管理権を得て集積計画を作成し、森林整備
を行う必要があった。

□ 取組の背景

（意向調査分類図）

◇ 基礎データ

※１：「2020農林業センサス」より、※２：「R2国勢調査」 より

②私有林人工林面積（※１）：2,036ha①令和６年度譲与額：18,907千円

⑤林業就業者数（※２）：30人④人口(※２)：14,219人③林野率（※１）：82.1％

□ 工夫・留意した点
• 意向調査～積算までを一括で委託することによる業務の円滑化

を図った。
• 森林所有者に制度を理解してもらうため、戸別訪問を実施した。
• 森林所有者の探索にあたり、住基ネットを使用する等、受託者

と連携をとることで早期発見の対応を行うことができた。

□ 取組の効果
• 令和２年度から森林経営管理制度に基づいた意向調査を実施し

ているが、令和６年度は初めて集積計画を作成し、間伐まで行
うことができた。

• これまで施業を行うことができなかった森林所有者からは大変
喜ばれ、今回対象とならなかった森林所有者からも関心が寄せ
られている。

ふじかわちょう
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□ 事業内容
航空レーザ測量の成果を活用した境界明確化・意向調査

航空レーザ測量の成果を活用して、境界明確化と意向調査用の図
面を作成し、意向調査を実施。補完的に、地図情報の精度を高める
ため現地調査を行い、その結果を踏まえた図面を説明会で使用し、
境界の同意取得を行った。

【事 業 費】7,819千円（全額譲与税）
【実 績】意向調査発送面積 48.93ha

督促発送面積 6.43ha
（うち意向調査返送面積 43.65ha）
（うち境界同意取得面積 41.78ha）

三重県 度会町（航空レーザ測量の成果を活用した境界明確化と意向調査の実施）森林整備

（境界の現地調査）（航空レーザ測量の成果を
活用して作成した図面）

• 森林所有者の高齢化や不在村化により、現地での境界立会が困難
な状況にある。森林所有者が現地に行かなくとも現地の状況を把
握し、境界に関する同意を取得できる方法を模索する中で、本取
組をモデル事業として実施した。

□ 取組の背景

（集会所での説明会）

◇ 基礎データ

※１：「2020農林業センサス」より、※２：「R2国勢調査」 より

②私有林人工林面積（※１）：5,999ha①令和６年度譲与額：45,307千円

⑤林業就業者数（※２）：31人④人口（※２）：7,847人③林野率（※１）：84.5％

□ 工夫・留意した点
• 意向調査の際、現地に杭や目印があるかどうかも併せて確認し、現

地調査の参考とした。またGNSS測量機器を活用して、杭の位置情
報を取得・記録した。

• 相続人探索の実施や、意向調査の督促を送付することで、約90％の
回答を得ることができた。

• 意向調査の結果を森林GISに取り込み、
情報の一元管理を行った。

資料収集 図面作成 意向調査 現地調査
境界

説明会
森林整備
（協定）

（森林GIS画面）□ 取組の効果
• 航空レーザ測量成果の活用と現地調査による精度の高い図面を作成

することで、森林所有者が現地を訪れることなく境界に関する同意
を得ることができた。

• 意向調査と境界明確化業務を一括して実施することで、森林整備ま
での期間を短縮することができた。令和７年度には一部の地区で森
林整備を実施予定。

 度会町は、7,487haの私有林人工林を有しているが、その多くが森林所有者の高齢化や担い手不足などによって、未整備となっている。
 このため、度会町森林経営管理制度基本方針に基づき、森林の現況調査とともに意向調査・森林境界明確化を行い、林業経営に適さず

早急に整備をすべき森林については、森林所有者と協定を締結し、森林整備（間伐）を実施することとしている。
 令和６年度は、航空レーザ測量の成果を活用して、原則、現地立会を行わない森林の境界明確化と意向調査を実施した。

森林整備
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 新上五島町では、森林所有者の高齢化及び島外への転出等に伴い管理が行き届いていない荒廃森林が増加しており、近年の異常気象と
相まって、こうした森林を起因とする山地崩壊等の危険性が懸念されている。

 これまで森林経営管理制度を活用して森林整備を進めてきたが、進捗の遅れが課題であったため、今回改めて地域の実態に即した森林
整備を計画的に推進できるよう、優先順位等を設定し全体計画を作成した。

森林経営管理制度の推進
• 全体計画作成業務委託
【事 業 費】4,592千円（全額譲与税）
【実 績】森林経営管理制度実施方針、全体計画の策定

長崎県 新上五島町（森林経営管理事業全体計画策定）森林整備

（優先順位を示した全体計画）

• 森林経営管理制度を推進するにあたって、これまで実施方針等を
定めていなかったため⾧期的な計画がなく、また各種業務を外部
委託することなく職員で行っていたこともあり、全体的な事業の
進捗が遅れていた。

• このため、管内の未整備森林の状況把握及び事業着手の優先順位
等を設定し、円滑に事業を推進することができるよう、制度の実
施方針を含む全体計画を策定する必要があった。

□ 取組の背景

（意向調査対象森林位置図）

◇ 基礎データ

※１：「2020農林業センサス」より、※２： 「R2国勢調査」 より

②私有林人工林面積(※１)：3,985ha①令和６年度譲与額：28,647千円

⑤林業就業者数(※２)：20人④人口(※２)：17,503人③林野率(※１)：81.6％

□ 工夫・留意した点
• 森林経営管理制度等に関する専門的知識を有し、加えて管内

の森林の状況に詳しい事業者を選定した。
• 優先順位については、森林の公益的機能の発揮が高度に求め

られる区域で、かつ経営管理がなされていない森林が多い地
域から設定することとした。

• ⾧期的な事業実施にかかる優先順位を設定するだけでなく、
意向調査の方法やスケジュール、意向確認後の森林の経営管
理等の実施方針も併せて策定した。

□ 取組の効果
• 管内全域の意向調査対象森林をリスト化できた。
• 制度運用業務にかかる各種費用を試算したことで、年度毎の

事業量の把握が可能となった。
• ⾧期的な計画を策定したことにより、予算の効率的な運用が

可能となった。

□ 事業内容

森林整備
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 ⾧岡市では、林業経営体等が国及び県の補助を受けて実施する森林整備について、「農林水産事業補助金」による上乗せ補助を実施し
ている。

 令和６年度は、森林環境保全直接支援事業による再造林と間伐・保育事業に加え、新たに花粉症対策の林相転換事業と森林経営管理制
度による森林整備に着手し、支援を行った。

林業経営体が国及び県の補助を受けて実施する民有林整備に対し、市
の上乗せ補助を行い、森林整備を推進した。

【対 象 地】 市内の民有人工林
【事 業 費】 26,210千円（全額譲与税）
【実 績】 主伐・再造林 0.79ha（花粉症対策（林相転換））

再造林 6.78ha
搬出間伐 22.42ha （うち森林経営管理制度 10.14ha）
保育間伐 4.01ha
下刈り 7.16ha

森林整備

• 令和元年度の森林経営管理制度と森林環境譲与税の譲与の開始に合わ
せて、補助金の上乗せ率をそれまでの20％から30％に嵩上げした。

• 花粉症問題に対応するため、花粉発生源となるスギ林の樹種転換が求
められている。

□ 取組の背景

◇ 基礎データ

※１：「2020農林業センサス」より、※２：「R2国勢調査」 より

②私有林人工林面積（※１）：9,992ha①令和６年度譲与額：85,383千円

⑤林業就業者数（※２）：60人④人口（※２）：266,936人③林野率（※１）：49.1％

□ 工夫・留意した点
• 林業経営体から適宜報告を受けながら、進捗管理を行った。
• 林相転換事業については、森林所有者との協定の速やかな締結に

より整備を進めた。
• 森林経営管理制度による森林整備の効果をPRするため、市を通じ

て林業経営体に再委託された森林について、優先して整備（搬出
間伐）されるよう促した。

□ 取組の効果
• 林業経営体の費用負担が軽減され、森林整備が推進された。
• 主伐後に広葉樹を植栽することで、花粉症対策を促進することが

できた。
• 主伐・再造林の面積が増えたことで、木材生産量が増加した。

□ 事業内容

新潟県 長岡市（花粉症対策にも資する森林整備の推進）

（森林経営管理制度による森林整備
（搬出間伐）)

（花粉症対策（林相転換）による
森林整備（主伐後））

表 再造林・利用間伐と素材生産量の推移
Ｒ６Ｒ５Ｒ４Ｒ３Ｒ２Ｒ１

7.575.482.562.032.981.66再 造 林(ha)

22.4218.9420.6819.6910.9315.84搬出間伐(ha)

6,5505,4414,6893,1285,0834,799素材生産量(㎥)

26,21018,62415,52412,60311,80012,286市補助金(千円)

森林整備
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 富士宮市では、市内森林の35％が１ha未満の小規模な個人所有森林であり、その森林の整備の遅れが課題となっている。
 このため、小規模な個人所有森林に特化した森林整備の補助金交付を実施した。

□ 事業内容
小規模な森林整備に対する支援
• 富士宮市内の１ha未満の個人所有森林を対象。
• 植栽、下刈り、皆伐・択伐、除伐、間伐、境界明確化の実施に係る

経費について補助。
• 補助率は経費の1/2又は2/3、補助額は上限50万円。

【事 業 費】6,199千円（全額譲与税）
【実 績】19件

下刈り 0.15ha
間伐 1.30ha
除伐 1.10ha
皆伐・択伐 1.56ha

静岡県 富士宮市（小規模な森林整備に対する支援）森林整備

• 富士宮市内の森林は、１ha未満の個人所有森林が35％を占めて
いる。

• １ha未満の個人所有森林の多くは、森林経営計画未策定、 施業
履歴がない放置森林となっており、森林の公益的機能の低下が
課題となっている。

□ 取組の背景

◇ 基礎データ

※１：「2020農林業センサス」より、※２：「R2国勢調査」 より

②私有林人工林面積（※１）：11,631ha①令和６年度譲与額：83,033千円

⑤林業就業者数（※２）：92人④人口（※２）：128,105人③林野率（※１）：63.5％

□ 工夫・留意した点
• 森林整備を行う事業者は富士宮市内の林業育成経営体（11社）

とし、申請手続きの協力依頼体制も整えた上で実施した。
• チラシ、市ホームページでの広報、伐採の相談時に事業紹介す

る等の周知を行った。

□ 取組の効果
• 事業を活用した森林所有者からは、手入れを諦めていた森林の

整備ができて良かったといった声があり、森林の公益的機能の
発揮と森林所有者の意識向上につながっている。

• 今後も継続していく予定であり、小規模な森林の更なる整備が
期待される。

（整備前） （整備後）

森林整備
ふじのみや
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□ 事業内容
カーボンオフセット推進事業

平成22年度から発行しているクレジットの売却可能な量が残り
少なくなったため、令和８年度末までに新たなクレジット発行を
行うべく、計画書作成の業務委託を実施。

【事業費】1,520千円（全額譲与税）
【実 績】計画書作成のための業務委託一式

兵庫県 朝来市（Ｊクレジット制度を活用した持続可能な森づくり）森林整備

• 朝来市は市域の84％を森林が占めているが、そのうちの60％は
人工林であり、その持続可能な管理が課題となっている。

• 課題解決のための一つとして、市行造林事業の森林整備によっ
て生じるCO₂吸収量をクレジット化し、民間企業に売却し、収
入を市行造林事業等の森林整備費用に充てることで、適切な森
林管理を実現している。

□ 取組の背景

◇ 基礎データ

※１：「2020農林業センサス」より、※２：「R2国勢調査」 より

②私有林人工林面積（※１）：16,540ha①令和６年度譲与額：120,136千円

⑤林業就業者数（※２）：116人④人口（※２）：28,989人③林野率（※１）：84.0％

□ 工夫・留意した点
• 発行したクレジットについて、新たな販路拡大が課題であったが、令和

４年度に市内金融機関と「紹介制度」の協定を結び販売促進を図った。
• その結果、当初の予定よりも多く売却を行うことができたため、新たな

クレジット認証の実施につながることとなった。

□ 取組の効果
• 本取組によって、森林資源の付加価値が創出され、循環型森林整備の推

進に寄与している。
• 新たなクレジットによる収入を財源に、市単独森林整備事業等のさらな

る拡大や林業従事者の確保等が可能になる。
• 市内企業等にも活用され、環境貢献企業としてのPR効果が期待される。

※手続きの流れ（今後の予定を含む）

手続き年度

・プロジェクト計画書作成業務令和６年度

・妥当性確認（現地・書類）
・クレジット制度認証委員会審議
・プロジェクトの登録完了
・吸収量算定・モニタリング、報告書作成

令和７年度

・報告書の検証（現地・書類）
・クレジット認証委員会審議
・クレジットの認証・発行
・売却開始

令和８年度

（Ｊクレジット収入を財源とした
活動（自伐型林業研修））

（Ｊクレジットの購入式典）

 朝来市は、市域の84％を森林が占め、そのうちの60％が人工林であり、持続可能な管理が課題となっている。
 このため、課題解決の一つとして、市行造林事業の森林整備によって生じるCO₂吸収量をクレジット化し、民間企業に売却し、収入を森

林整備費用に充てることで、適切な森林管理を実現している。
 平成22年度から発行しているクレジットの売却が進んだことから、新たなクレジット認証に向けて計画書を作成。

森林整備
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 むかわ町では、エゾシカによる森林被害が例年確認されており、人工造林地における枝葉の食害が課題となっている。
 このため、エゾシカの食害を受けた造林地の改植と忌避剤散布による被害防除対策を講じ、森林の再生と被害軽減を目的とした実証事

業を実施。

□ 事業内容
むかわ町私有林等整備促進事業（鳥獣被害森林再生実証事業）
• 林小班：1065林班0139小班（むかわ町穂別仁和）
• 樹 種：クリーンラーチ
• 面 積：0.60㏊
• 植栽本数：1,200本（2,000本/ha植え）
• 補助率：忌避剤散布：100％、その他事業：94%
• 補助基本額：公共標準経費に準じた額
【事 業 費】1,215千円（うち譲与税1,205千円）
【実 績】人工造林（改植） 0.60㏊

下刈り 0.60㏊
忌避剤散布 0.60㏊

北海道 むかわ町（私有林等整備促進事業（鳥獣被害森林再生実証事業））森林整備

（地拵え） （忌避剤散布）

□ 取組の背景

写真など 写真など写真など

（植栽後）

◇ 基礎データ

※１：「2020農林業センサス」より、※２：「R2国勢調査」 より

②私有林人工林面積（※１）：7,255ha①令和６年度譲与額：66,847千円

⑤林業就業者数（※２）：130人④人口（※２）：7,651人③林野率（※１）：79.4％

□ 工夫・留意した点
• 被害箇所の改植については、成⾧が早く森林資源の循環利用への

貢献も期待できるクリーンラーチを植栽。
• 忌避剤の散布は、植栽木の被害に対し、比較的低コストで対策を

講じることが可能。
• 選定した忌避剤は普通物（劇物・毒物に該当しないもの）で容易

に扱うことが可能。さらに、ノウサギによる食害にも効果あり
（北海道立総合研究機構林業試験場より）。

• 忌避剤を散布することで、エゾシカの食害から脱する年数が早ま
ることが期待できる。

□ 取組の効果
• エゾシカの食害により成林が見込めなくなった森林を再生。
• 令和６年度から開始した事業のため、今後効果の検証も行いなが

ら取組を推進。
• 検証の方法は、忌避剤散布及び無処理のプロットで食害本数、苗

⾧を測定し、成⾧の推移を比較（２年目以降は、下刈りの実施期
間中に、忌避剤散布を実施）。

• エゾシカ食害の軽減には個体数調整が効果的なため、有害捕獲事
業や国、道と連携した捕獲を推進しているが、生息数は減ってい
ない。

• 食害防止用保護チューブ、ネット、侵入防止柵の設置は食害防止
効果は大きいものの費用が高く、広く用いることができない。

• 被害を受けた場合の改植は、所有者の費用負担が大きいことから、
十分に進まない現状。

森林整備
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 奈義町では、ニホンジカによる林業被害が顕著になっており、皆伐後の再造林に対する森林所有者の経済的・心理的負担が大きい。
 このため、植栽及び獣害防護柵の設置等に係る経費の一部を支援し、森林所有者の負担軽減を図り、再造林を促進した。
 また、苗木生産施設の整備等を支援し、再造林に必要なコンテナ苗の生産及び安定供給を促進した。

□ 事業内容
１ 皆伐再造林等補助金

森林経営計画に基づく再造林等（植栽・獣害防護柵設置・下刈
り）の実行経費から造林補助金等の額を除いた森林所有者負担金の
１/２を補助。

【事 業 費】1,137千円（全額譲与税）
【実 績】4.54ha（林業事業体に対して補助）

２ コンテナ苗生産施設整備事業補助金
少花粉スギ・ヒノキコンテナ苗の生産に必要な機械や設備の導入

経費から、関係団体の補助金等の額を除いた苗木生産者負担金の１/
２を補助。

【事 業 費】1,000千円（全額譲与税）
【実 績】１団体の苗木生産者に対して補助

岡山県 奈義町（再造林の促進のための支援）森林整備

• 木材価格の低迷、人件費・燃料費等の高騰に加え、シカ等による獣
害対策により、再造林に係る森林所有者の負担が増していた。

• 当町は山林用苗木の生産地であるが、生産者の高齢化が進んでお
り、今後、皆伐・再造林の増加により増大する苗木需要に対して安
定的に供給できる生産基盤の整備が必要であった。

□ 取組の背景

◇ 基礎データ

※１：「2020農林業センサス」より、※２：「R2国勢調査」 より

②私有林人工林面積（※１）：1,578ha①令和６年度譲与額：15,246千円

⑤林業就業者数（※２）：41人④人口（※２）：5,578人③林野率（※１）：70.9％

□ 工夫・留意した点

□ 取組の効果
• 町内では皆伐が増えているが、コンテナ苗による植栽及び獣害防護

柵の設置により、速やかに再造林が行われている。
• 再造林後の継続的かつ効果的な獣害対策について、地元猟友会の協

力を得て検討を重ねるなど、再造林の機運が醸成されている。

（コンテナ苗生産の機械一式）（再造林･獣害防護柵設置）

• 確実な再造林を促進するため、森林環境譲与税の活用に当たって町
内林業関係者からヒアリングを十分行い、現場の声をしっかり反映
させた。

• 事務手続きが煩雑にならないように、各種補助金等に上乗せする形
として簡素化を図った。

12
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 琴浦町では、「琴浦町林道施設⾧寿命化計画」を作成し、これに基づき、林道施設の維持管理、診断サイクルの構築のため林道橋の定
期点検を行っている。

 定期点検の実施により各橋の現況を把握することで、効果的かつ効率的な維持管理・更新の実施につなげていくこととしている。

□ 事業内容
令和６年度林道橋点検業務
• ５年に１度の法定点検
• 補助率：50％
• 点検方法：点検車（５橋）、梯子（８橋）

【事業費】5,280千円（うち譲与税2,415千円）
【実 績】橋梁点検：13橋

鳥取県 琴浦町（林道橋点検業務）森林整備

（上部工） （基礎）

• 林野庁インフラ⾧寿命化計画では、施設のメンテナンスサイク
ルの構築を図り、将来にわたって求められる機能を適切に発揮
し続けるための⾧寿命化対策の充実を図るとされており、琴浦
町においても、琴浦町林道施設⾧寿命化計画を作成し、５年毎
に林道施設の点検を実施することとしている。

□ 取組の背景

（下部工）

◇基礎データ

※１：「2020農林業センサス」より、※２：「R2国勢調査」より

□ 工夫・留意した点
• 遠方より損傷の形状や幅を計測できる光波測定器「KUMONOS」

と高解像度カメラを組合せた高精度点検システム「シン・クモノ
ス」を活用し、構造物表面の変状を確認することを検討した。

• 本年度の点検対象の橋梁は、近接目視点検が可能な箇所（交通規
制による交通への影響が少ない）であったため、上記の新技術を
活用しないこととしたが、新たな点検方法の可能性を見出すこと
ができた。

□ 取組の効果
• 林道橋13橋に対して、補修の必要やその緊急性を４段階で評価し、

各橋の状況を把握した。
• 今後は、点検結果を踏まえ、各橋梁の個別施設計画に基づき順次

修繕を実施する予定。

②私有林人工林面積（※１）：2,894ha①令和６年度譲与額：17,080千円

⑤林業就業者数（※２）：13人④人口（※２）：16,365人③林野率（※１）：62.5％
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 延岡市では、近年の豪雨災害の頻発化に伴い、森林作業道の路面洗堀が繰り返されることで、通行に支障を来し、森林整備の妨げと
なっている。

 そうした中、森林管理者等のニーズに応えるため、作業道の補修及び整備に必要な原材料やリース機械・燃料等を市が提供し、森林組
合等が整備することで、通行の安全及び災害の未然防止を図り、安定的な林業経営を促すことができた。

□ 事業内容
森林整備作業道補修事業
【事 業 費】8,780千円（うち譲与税 6,575千円）
【実 績】整備路線：14路線、施工者：森林管理者 延べ81人

整備延⾧：L=4,555m、W＝3.0ｍ
（内訳）コンクリート路面工 L=374m

路面整備、路肩補修 L=4,181m

宮崎県 延岡市（森林整備作業道補修事業）森林整備

（ｺﾝｸﾘｰﾄ路面工）

• 市内の作業道の維持管理については、森林管理者自らが対応する
こととしているが、近年の異常気象により、台風・豪雨等が度重
なり、作業道の適正な管理が追い付かない状況にある。

• また、豪雨による路面洗堀が年々増えており、通行への支障や林
地荒廃が進むことも懸念されている中、対策を強く望む森林管理
者等のニーズに応えるため、本事業に取り組むこととした。

□ 取組の背景

◇ 基礎データ

※１：「2020農林業センサス」より、※２： 「R2国勢調査」 より

□ 工夫・留意した点
• 整備に必要な原材料やリース機械・燃料等を市が提供し、森林

組合等が整備するスキームとした。
• 事業実施にあたっては、森林組合等と協力体制を構築すること

とし、作業道の整備だけではなく、危険箇所等の情報共有も図
るなど、災害等の未然防止につなげることとした。

□ 取組の効果
• 作業道整備に必要な原材料やリース機械・燃料等のコストを軽

減することで、林業経営の安定化につながり、森林資源の循環
利用に貢献できた。

• コンクリート路面工や路面整備、路肩補修等を実施することで、
安全な通行を確保し、円滑な森林整備や林地荒廃防止につなげ
ることができた。

②私有林人工林面積（※１）：20,395ha①令和６年度譲与額：201,116千円

⑤林業就業者数（※２）：378人④人口（※２）：118,394人③林野率（※１）：84.7％

（路面整備前後）
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